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災害時におけるごみ処理体制の強化について 

 

 

【現状と課題】 

・大規模災害時には、廃棄物が大量に発生するほか、交通の途絶に伴い、通常収集・処理し

ているごみについても、平常時のように行うことは困難であり、建物被害等からの廃棄物

や、避難所からの廃棄物に対する対策を事前に十分講じておく必要がある。 

・国では、東日本大震災から得られた経験を基に、平成 26年 3月に「災害廃棄物対策指針」

を策定し、その後発生した関東・東北豪雨災害や、熊本地震等から得られた知見を反映さ

せ、平成 30年 3月に同指針を改定し、千葉県でも同時期に「千葉県災害廃棄物処理計画」

を策定した。 

・市川市では、平成 24年に「市川市震災廃棄物処理計画」を策定していたが、国の「災害廃

棄物対策指針」や「千葉県災害廃棄物処理計画」等を踏まえ、平成 30年 11月に「市川市

災害廃棄物処理計画」への改定を行った。 

・直近では、台風 15号や 19号などによる災害が発生したところであるが、今後も台風や豪

雨などの風水害や、首都直下地震が発生することも想定されることから、市川市災害廃棄

物処理計画の実効性を向上させ、災害時におけるごみ処理体制の強化を図っていく必要が

ある。 

 

 

【施策の方向性（案）】 

①発災時における初動体制の整備 

 ・発災時の道路支障物や損壊家屋等の撤去や、災害廃棄物の処理方法などについて、関係部

署と協議を行い、平時の図上訓練等を行うことで、発災時に速やかに初動体制を構築でき

るように努める。 

 

②近隣市や民間事業者等との連携 

・災害発生時に、災害廃棄物の撤去、収集・運搬、処分等について、本市だけで実施するこ

とが困難な場合に備えて、県内市町村や近隣市（千葉市、船橋市、松戸市、柏市）との相

互支援協定を継続し連携を強化するとともに、市内民間事業者等と平常時より情報交換を

行い、災害時の廃棄物処理についての協定の締結も視野に入れるなど、連携強化を図る。 
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③災害廃棄物の仮置場の確保 

 ・仮置場は、救助活動、交通経路の確保などの支障となる廃棄物の撤去や、被災建物の速や

かな解体・撤去、処理・処分を行うために必要であるため、平常時において、関係部署と

仮置場候補地の選定に向けた協議を行うことにより、仮置場の確保に努める。 

 

 

＜市川市災害廃棄物処理計画の目的と位置付け＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※出典：市川市災害廃棄物処理計画 

 

 



３ 

 

＜災害廃棄物の種類と内容＞ 
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※出典：市川市災害廃棄物処理計画  


